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後期高齢者医療における窓口負担割合の見直しに伴う配慮措置に

係る事務処理等について 

 

 

後期高齢者医療制度につきましては、平素より格別の御高配を賜り、厚く御礼申し上げま

す。 

後期高齢者医療制度については、現役世代の負担上昇をできるだけ抑え、全世代型社会保

障を推進する観点から、令和４年 10 月１日より、一定以上の所得を有する方の医療費の窓

口負担割合を２割とするとともに、２割負担への変更により影響が大きい外来療養（訪問看

護を含む。）を受けた方について、施行後３年間、高額療養費の枠組みを利用して、１ヶ月

分の負担増が最大でも 3,000 円に収まるような配慮措置を導入することとしました。 

今般、配慮措置に係る事務処理等について、下記のとおりお知らせいたしますので、御了

知いただくとともに、診療報酬の請求が適切かつ円滑に行われるよう、本事務連絡の内容も

含め、貴広域連合においても、御周知いただくようお願いします。 

 

記 

 

１ 手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機関等における配慮措置に係る事務処理に

ついて 

  配慮措置は高額療養費の仕組みで行われるものであり、同一の月・同一の医療機関等に

おける受診について、外来受診での窓口負担の増加が 3,000 円に達した場合は、窓口負担

の増加が 3,000 円に収まるよう、それ以上窓口で払わなくてよい取り扱い（いわゆる「現

物給付」）とし、同月中のそれ以降の診療においては、１割負担分のみを窓口で払うこと

としている。 

  今般、現物給付での対応を原則としつつ、手書きで診療報酬請求書等を作成する医療機

関等に限り、当該医療機関等の状況に応じ、やむを得ない場合には、以下の対応を行った

上で、配慮措置の現物給付を行わないこととして差し支えないこととする。 

  この場合、１ヶ月の負担増を 3,000 円までに抑えるための差額は、後期高齢者医療広域

連合から当該医療機関等患者に対し、後日、高額療養費として払い戻すこととする。 

 ⑴ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の記載に当たっては、配慮措置の現物給付がない

 



ものとして取り扱い、窓口において２割の負担を求めたものとして記載すること。なお、

通常の高額療養費上限額（２割負担の場合、18,000 円）に到達する場合には、必要な現

物給付を行った上で、適切に記載すること。 

 ⑵ 診療報酬請求書及び診療報酬明細書の双方の上部余白に「２割」と朱書きで記載する

こと。 

 ⑶ 別添１のリーフレットにより、患者に対して、配慮措置の現物給付を行わない旨を院

内掲示等により表示すること。 

 

２ 配慮措置に係る周知について 

  診療報酬の請求が適切かつ円滑に行われるよう、別添２のリーフレットにより、医療機

関等や被保険者に対して配慮措置に係る周知を行うこと。 

 

３ 審査支払機関への要請について（再要請） 

  適切かつ円滑な診療報酬の請求に資するため、「配慮措置の導入に伴う診療報酬明細書

の取扱い等について」（令和４年８月 25 日付け厚生労働省保険局高齢者医療課事務連絡）

でお示しした以下の事項について、広域連合から審査支払機関に対して改めて要請するこ

と。 

 ⑴ 診療報酬明細書等の作成に係る保険医療機関等からの相談について 

   診療報酬明細書等の作成に当たって、医療機関等から照会を受けた場合は、懇切丁寧

にこれに応じるように努めること。 

 ⑵ 配慮措置に係る計算が誤った診療報酬明細書の取扱いについて 

   配慮措置に係る計算が誤った診療報酬明細書について、審査支払機関から医療機関等

に返戻を行うことが考えられるが、審査支払機関において診療報酬明細書を修正する取

扱いとする場合、保険医療機関等における負担が軽減され、また、返戻処理と比べて、

保険医療機関等への支払も迅速に済むという利点が考えられることから、可能な限り審

査支払機関において診療報酬明細書を修正する取扱いとする等、保険医療機関等におけ

る事務負担を踏まえつつ、柔軟に取り扱うようにすること。 

   なお、診療報酬明細書を修正した場合には、当該修正内容を増減点連絡書により医療

機関等に通知するなど、その内容が医療機関等にも伝達されるようにすること。加えて、

修正に当たっては、医療機関等に修正の理由等を説明することにより、配慮措置に係る

計算の誤りが可能な限り再度発生しないようにすることが考えられること。 

 

４ 広域連合における取組について（再要請） 

  ３の⑴と同様に、広域連合においても、医療機関等から診療報酬明細書等の作成方法等

について相談があった場合は、審査支払機関への案内をはじめ、審査支払機関と連携し、

積極的に応じるよう努めること。 


